
通学路の安全確保に関する取組 年間スケジュール 

 

実 施 項 目 内 容 

◇ 危険箇所の抽出 

(６月頃) 

●各小・中学校は、PTA や学校安全ボランテ 

ィア等の協力団体と連携しながら危険箇所 

の抽出を行う。 

●幼稚園・保育所課は、市内の幼稚園、保育所 

等と連携しながら危険個所の抽出を行う。 

●各小・中学校及び幼稚園・保育所課は抽出箇 

所を学校教育課(舞鶴市安全推進会議事務局)  

に報告する。 

◇ 第１回通学路安全推進会議 

◇ 合同点検の実施 

 

(８月～9 月頃) 

●各小・中学校等からの報告をもとに、事前に 

点検箇所の検討・抽出を行う。 

●関係機関(学校等、警察、道路管理者等)と協 

力して、合同点検を実施する。 

◇ 第２回通学路安全推進会議 

(１０月頃) 

●対策が必要な箇所、対策内容、実施時期に 

ついての協議 

●協議結果(実施できないものを含む)につい 

て、各小・中学校等へフィードバックする。 

●各小・中学校及び幼稚園・保育所課は、決定 

した対策内容等を PTA や学校安全ボランテ 

ィア等協力団体、幼稚園・保育所等に情報提 

供する。 

◇ 対策の実施(各機関) 

(通年) 

●各関係機関において対策を実施する。 

●対策が中・長期に及ぶ箇所については、計 

画的に事業の推進を図る。 

◇ 対策実施後の総括 

(次年度４月～６月頃) 

●各関係機関の実施状況を取りまとめ、対策 

効果の把握を行う。 

●各小・中学校及び幼稚園・保育所課は、 

PTA や学校安全ボランティア等協力団体、 

幼稚園・保育所等から対策の実施効果につい 

ての意見聴取を行う。 

◇ 対策の改善・充実 

(次年度６月) 

●対策の実施効果についての意見聴取に基づ 

き、改善事項等の確認を行う。 



担当所管一覧表 

 

 担当部署 所管 

      

学

校

等

関

係

者 

◇舞鶴市教育委員会学校教育課 

舞鶴市小学校校長会 

舞鶴市中学校校長会 

 

●市立小学校 

●市立中学校 

◇舞鶴市乳幼児教育推進課 

 

●認可保育所 

●認定こども園 

●市立幼稚園 

◇京都府中丹東保健所 ●認可外保育施設 

 

道

路

管

理

者 

◇国土交通省福知山河川国道事務所 ●国道 27 号線 

◇京都府中丹東土木事務所 

 

●府道 

●国道 175 号、177 号、178 号線 

◇舞鶴市土木課 ●市道 

 


